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九三　

川　

瀬　

剛　

志

　

―
規
範
的
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
論
再
考
―

透
明
化
法
の
意
義
と
解
釈　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
十二　

一二七　

伊　

永　

大　

輔

　

―
Ｅ
Ｕ
の
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
規
制
の
展
開
を
踏
ま
え
て
―

交
渉
学
か
ら
説
得
交
渉
学
へ　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
十二　

一五一　

下　

村　

正　

樹
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対
話
型
市
民
調
査
に
関
す
る
一
考
察　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
十二　

一七九　

杉　

田　

一　

真

　

―
討
論
型
世
論
調
査
を
事
例
と
し
て
―

金
融
商
品
市
場
で
の
共
同
ボ
イ
コ
ッ
ト
行
為
へ
の
競
争
法
の
適
用
に
つ
い
て　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
十二　

二〇三　

諏
訪
園
貞
明

　

―
Ｃ
Ｄ
Ｓ
市
場
で
の
欧
州
委
に
よ
る
確
約
決
定
を
中
心
と
し
て
―

Ｅ
Ｕ
デ
ジ
タ
ル
市
場
法
と
国
際
経
済
法　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
十二　

二二七　

関　

根　

豪　

政

　

―
よ
り
柔
軟
な
デ
ジ
タ
ル
規
制
に
向
け
た
過
渡
期
の
検
証
―

持
続
可
能
性
協
定
と
Ｅ
Ｕ
競
争
法　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
十二　

二四九　

多　

田　

英　

明

　

―
欧
州
委
員
会
二
〇
二
三
水
平
的
協
力
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
手
が
か
り
に
―

「
押
し
紙
」
問
題
と
独
占
禁
止
法　

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
十二　

二七三　

林　
　
　

秀　

弥

　

―
新
聞
特
殊
指
定
三
項
一
号
の
解
釈
を
中
心
に
―

我
が
国
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
市
場
及
び
取
引
段
階
の
異
な
る
事
業
者
が
誘
引
す
る
協
調
的
行
動
の
規
制　

…
十二　

三〇三　

渕　

川　

和　

彦

私
的
年
金
制
度
に
関
す
る
一
考
察　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
十二　

三二七　

山
口
由
紀
子

　

―
利
用
者
・
国
民
の
視
点
か
ら
―

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
基
礎
教
育
が
大
学
生
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
概
念
に
与
え
る
影
響
の
検
証　

…
…
…
…
…
…
…
十二　

四〇四　

渡　

邊　

竜　

介

成
人
発
達
理
論
の
評
価
測
定
ツ
ー
ル
「
主
体
客
体
面
談
」　

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
十二　

四一六　

渡
邊
理
佐
子

　

―
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
開
発
と
組
織
開
発
に
お
け
る
役
割
に
つ
い
て
―

デ
ジ
タ
ル
分
野
の
企
業
結
合
に
対
し
て
複
数
の
競
争
当
局
が
審
査
を
行
っ
た
事
例
の
考
察　

…
…
…
…
…
…
…
十二　

四四四　

原　

田　
　
　

郁

　

―Google

に
よ
るFitbit

の
統
合
―

米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
合
理
の
原
則
と
エ
ラ
ー
コ
ス
ト
分
析　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
十二　

四六二　

隅　

田　

浩　

司

デ
ジ
タ
ル
貿
易
規
律
の
現
在
地　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
十二　

四八六　

飯　

野　
　
　

文
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研
究
ノ
ー
ト

新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
限
界
と
可
能
性　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四　

六七　

大　

石　
　
　

裕

　

―
『
朝
日
新
聞
政
治
部
』
を
素
材
に
し
て
―

飛
鳥
浄
御
原
律
施
行
前
の
隋
律
代
用
に
つ
い
て　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

十　

五三　

上　

野　

利　

三

　

―
大
化
の
元
号
・
即
位
式
の
背
後
に
隋
大
業
律
の
形
跡
を
読
み
持
統
期
に
至
る
―

資
　
　
料

 

　
ド
ゥ
ニ
・
バ
ラ
ン
ジ
ェ

フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
の
政
治
化
と
脱
政
治
化　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四　

一二五　

山
元　

一
／
訳

 

　

兵
田
愛
子　
　

 

　
ビ
ク
ト
リ
ア
・
イ
ボ
ル
ド

仮
想
通
貨
に
よ
る
民
間
の
信
用
創
造　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

五　　

一　

内
海
朋
子
／
訳

　

―
現
在
の
欧
州
通
貨
秩
序
に
お
け
る
可
罰
的
な
行
為
に
関
す
る
法
解
釈
と
立
法
論
―

　

フ
ラ
ン
ス
語
圏
に
お
け
る
ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
法
の
最
新
動
向

解　

題　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

六　　

一　

山　

元　
　
　

一

 

　
ジ
ャ
ン
＝
エ
メ
リ
ッ
ク
・
マ
ロ

増
強
さ
れ
た
人
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

六　　

五　

山
元　

一
／
訳

　

―
遺
伝
学
の
発
展
を
規
制
し
得
る
人
間
の
尊
厳
と
は
？
―　

 

　

樋
口
惟
月　
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ア
ン
ヌ
＝
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ー
ヌ
・
ケ
ー
ル

人
間
拡
張
の
時
代
に
お
け
る
人
間
及
び
ポ
ス
ト
ヒ
ュ
ー
マ
ン
の
権
利
保
護　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

六　

三三　

山
元　

一
／
訳

 

　

樋
口
惟
月　
　

第
1
回
普
選
の
選
挙
ポ
ス
タ
ー
、
ビ
ラ
、
推
薦
状　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

九　

一八六　

玉　

井　
　
　

清

判
例
研
究

〔
商
法
〕　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
商
法
研
究
会

　

六
三
六　

平
成
二
九
年
改
正
前
金
商
法
一
六
六
条
二
項
一
号
ヨ
に
お
け
る
「
業
務
上
の
提
携
」
を
「
行 

う
こ
と
に
つ
い
て
決
定
を
し
た
」
と
い
う
要
件
に
該
当
す
る
に
は
、
業
務
執
行
を
決
定
す 

る
機
関
に
お
い
て
、
一
般
投
資
家
の
投
資
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
程
度
に
具
体
的
内
容
を 

三　

一〇七　

堀　

井　

拓　

也 

も
つ
も
の
が
決
定
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
事
例

　

六
三
七　

労
災
認
定
の
適
応
障
害
に
よ
る
自
殺
と
生
命
保
険
の
自
殺
免
責 

四　

一五五　

李　
　
　
　
　

鳴

　

六
三
八　

取
締
役
会
決
議
に
よ
る
退
職
慰
労
金
の
減
額
支
給
決
定
と
会
社
・
取
締
役
の
損
害
賠
償
責
任 

五　 

三七　

久
保
田
安
彦

　

六
三
九　

東
芝
の
有
価
証
券
報
告
書
等
虚
偽
記
載
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
事
件 

六　 

五一　

大　

島　

一　

輝

　

六
四
〇　

勧
告
的
な
意
味
を
有
す
る
株
主
提
案
の
取
り
扱
い 

七　 

三七　

鈴
木
千
佳
子

　

六
四
一　

レ
セ
プ
ト
債
（
私
募
債
）
の
販
売
証
券
会
社
お
よ
び
事
務
受
任
会
計
事
務
所
が
同
債
の
購 

入
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
―
―
レ
セ
プ
ト
債
訴
訟
（
金 

八　　

一　

柳　
　
　

明　

昌 

沢
訴
訟
）

　

六
四
二　

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
事
前
登
録
制
を
採
用
し
て
出
席
株
主
を
限
定
す
る
株
主
総
会
が
許
容 

九　 

三一　

長　

畑　

周　

史 

さ
れ
た
事
例
（
ス
ル
ガ
銀
行
定
時
株
主
総
会
開
催
禁
止
等
仮
処
分
命
令
申
立
事
件
）

　

六
四
三　

総
数
引
受
契
約
が
無
効
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
募
集
株
式
の
発
行
が
不
存
在
で
あ
る
と
さ
れ 

十　 

九三　

重
田
麻
紀
子 

た
事
例
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六
四
四　

倒
産
の
危
険
性
の
高
い
会
社
の
一
〇
〇
％
減
資
を
伴
う
再
建
に
お
い
て
再
出
資
を
行
う
取 

十一　 

八七　

松　

元　

暢　

子 

締
役
の
義
務

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
民
事
訴
訟
法
研
究
会

　

四
七
四　

令
四
1
（
民
集
七
六
巻
六
号
一
三
二
〇
頁
） 

九　

五一　

川　

嶋　

隆　

憲

〔
民
集
未
登
載
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
民
事
訴
訟
法
研
究
会

　

53 　

権
利
能
力
の
な
い
社
団
で
あ
る
Ｘ
が
建
物
の
共
有
持
分
権
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
旨
を
訴
状

に
記
載
し
て
提
起
し
た
訴
訟
に
お
い
て
、
控
訴
審
が
、
Ｘ
の
請
求
に
つ
き
、
上
記
共
有
持
分
権
が
Ｘ
の

構
成
員
全
員
に
総
有
的
に
帰
属
す
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
趣
旨
に
出
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い

て
釈
明
権
を
行
使
す
る
こ
と
な
く
こ
れ
を
棄
却
し
た
こ
と
に
違
法
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

　
　
　

共
有
持
分
権
確
認
請
求
事
件

　
　
　

令
和
四
年
四
月
一
二
日
最
高
裁
第
三
小
法
廷
判
決
（
令
三
（
受
）
九
一
九
号
）
集
民
二
六
七
号
四
一
頁
、

裁
時
一
七
八
九
号
一
頁
、
判
時
二
五
三
四
号
六
六
頁
、
判
タ
一
四
九
九
号
七
一
頁
、
金
法
二
二
〇
二
号

八
二
頁
、
金
判
一
六
五
七
号
二
五
頁 

三　

一一九　

山
木
戸
勇
一
郎

　

54 　

第
三
者
に
よ
る
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
訴
え
に
つ
い
て
の
確
認
の
利
益

　
　
　

親
子
関
係
不
存
在
確
認
請
求
事
件

　
　
　

令
和
四
年
六
月
二
四
日
最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
（
令
和
三
年
（
受
）
第
一
四
六
三
号
）
裁
判
集
民
事

二
六
八
号
三
一
五
頁
、
判
タ
一
五
〇
四
号
三
九
頁 

五　 

五三　

小　

原　

将　

照

　

55 　

会
社
法
四
二
三
条
一
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
原
告
の
設
置
し
た
取
締
役
責
任
調
査

委
員
会
の
委
員
で
あ
っ
た
弁
護
士
が
原
告
の
訴
訟
代
理
人
と
し
て
行
う
訴
訟
行
為
を
弁
護
士
法
二
五
条

二
号
お
よ
び
四
号
の
類
推
適
用
に
よ
り
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た
事
例

　
　
　

令
和
四
年
六
月
二
七
日
最
高
裁
第
一
小
法
廷
決
定　

裁
判
集
民
事
二
六
八
号
三
二
三
頁
、
判
例
タ
イ
ム

ズ
一
五
〇
三
号
一
七
頁
、
判
例
時
報
二
五
四
三
・
二
五
四
四
合
併
号
四
七
頁 

七　 

五三　

工　

藤　

敏　

隆
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再
生
計
画
の
決
議
に
つ
い
て
民
事
再
生
法
一
七
四
条
二
項
三
号
所
定
の
不
認
可
事
由
が
あ
る
と
は
い
え

な
い
と
さ
れ
た
事
例

　

56　

再
生
計
画
認
可
決
定
に
対
す
る
抗
告
棄
却
決
定
に
対
す
る
許
可
抗
告
事
件

　
　
　

令
和
三
年
一
二
月
二
二
日
最
高
裁
第
二
小
法
廷
決
定
（
最
高
裁
令
和
三
年
（
許
）
第
四
号
、
令
和
三
年

（
許
）
第
六
号
、
抗
告
棄
却
）
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト 

八　 

二七　

高　

田　

賢　

治

紹
介
と
批
評

池
上
萬
奈
著
『
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
と
日
本
外
交
―
化
石
燃
料
政
策
の
変
容
を
通
し
て

　

1 

9 

4 

5
年
～
2 

0 

2 
1
年
』　

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三　

一三七　

安　

藤　

優　

香

特
別
記
事

山
本
爲
三
郎
教
授
略
歴
・
主
要
業
績 

一　

四六三

大
山
耕
輔
教
授
略
歴
・
主
要
業
績 

二　

三七五

王
瑞
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

三　

一四七

寺
井
彩
菜
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

三　

一五六

尾
崎
愛
美
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

三　

一六六

法
学
研
究
第
九
十
五
巻
（
自
一
号
至
十
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